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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第41期
第１四半期
累計期間

第42期
第１四半期
累計期間

第41期

会計期間

自平成23年
４月１日
至平成23年
６月30日

自平成24年
４月１日
至平成24年
６月30日

自平成23年
４月１日
至平成24年
３月31日

売上高（千円） 648,793 839,0883,566,747

経常利益又は経常損失（△）（千円） △79,938 △3,856 115,059

四半期純損失（△）又は当期純利益

（千円）
△78,468 △5,765 91,753

持分法を適用した場合の投資利益（千円） － － －

資本金（千円） 664,740 664,740 664,740

発行済株式総数（千株） 4,022 4,022 4,022

純資産額（千円） 899,4001,014,6841,072,815

総資産額（千円） 5,034,7755,188,2175,545,264

１株当たり四半期純損失金額（△）又は１

株当たり当期純利益金額（円）
△19.63 △1.44 22.96

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）

純利益金額（円）
－ － －

１株当たり配当額（円） － － 10.0

自己資本比率（％） 17.9 19.6 19.3

　（注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。

２．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、第41期は潜在株式が存在しないため、ま

た、第41期第１四半期累計期間及び第42期第１四半期累計期間は、１株当たり四半純損失であり潜在株式が

存在しないため、記載しておりません。

３．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移につ

いては記載しておりません。

　

２【事業の内容】

　当第１四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社に

おける異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第１四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事

業等のリスクについての重要な変更はありません。　

２【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。　

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

　(1）業績の状況

  当第１四半期累計期間における日本経済は、震災復興の動きに合わせた個人消費の持ち直し、企業収益の向上

などが見られ、緩やかながら拡大基調にありました。 

　当サイン業界におきましても、民間企業における投資意欲増加の動きを背景に、受注状況は拡大基調にあり、ほ

ぼリーマンショック前の売上高を確保しました。

　その結果、当第１四半期累計期間の売上高は８億39百万円（前年同期比29.3％増）となり、また営業損益におい

ては、当社の受注が下期に偏るため、第１及び第２四半期累計期間においては通常は損失となりますが、当第１四

半期累計期間については僅かながら利益を確保しました。

　営業利益は２百万円（前年同期は67百万円の営業損失）、経常損失は３百万円（前年同期は79百万円）、四半期

純損失は５百万円（前年同期は78百万円）となりました。  　

　

　(2）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。　

　(3）研究開発活動

　特記すべき事項はありません。　
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 8,000,000

計 8,000,000

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数（株）
（平成24年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成24年８月９日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 4,022,774 同左　

大阪証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）　

単元株式数は1,000

株であります。

計 4,022,774 同左 － －

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。　

　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。　

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額
（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成24年４月１日～

平成24年６月30日
－ 4,022,774 － 664,740 － －

　

（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 
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（７）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（平成24年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしており

ます。

①【発行済株式】

 平成24年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

普通株式　          　  26,000
－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式             3,971,000 3,971 －

単元未満株式 普通株式　　            25,774 － －

発行済株式総数 4,022,774 － －

総株主の議決権 － 3,971 －

　（注）１　「完全議決権株式（自己株式等）」欄は、全て当社保有の自己株式であります。

２　「完全議決権株式（その他）」欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株（議決権の数１個）含まれて

おります。

３　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社保有の自己株式が328株含まれております。

②【自己株式等】

 平成24年６月30日現在

所有者の氏名又は名
称

所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

（自己保有株式）

株式会社研創

広島市安佐北区上深川町

448番地
26,000 － 26,000 0.65

計 － 26,000 － 26,000 0.65

 

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。　
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第４【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

  当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第　　

63号。）に基づいて作成しております。

  　

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期会計期間（平成24年４月１日から平成24年

６月30日まで）及び第１四半期累計期間（平成24年４月１日から平成24年６月30日まで）に係る四半期財務諸表に

ついて、西日本監査法人による四半期レビューを受けております。

　　

３．四半期連結財務諸表について

当社は、子会社が存在しないため、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】
（１）【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

前事業年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 321,532 261,945

受取手形及び売掛金 ※1
 1,470,485

※1
 1,194,225

有価証券 62,770 56,430

商品及び製品 21,995 27,424

仕掛品 35,513 36,574

原材料及び貯蔵品 92,429 94,950

その他 62,193 57,519

貸倒引当金 △15,393 △9,909

流動資産合計 2,051,527 1,719,161

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 832,080 823,670

土地 1,422,080 1,422,080

その他（純額） 368,995 353,843

有形固定資産合計 2,623,156 2,599,593

無形固定資産 13,318 12,249

投資その他の資産

投資有価証券 183,858 174,115

投資不動産（純額） 451,955 449,184

その他 230,219 243,514

貸倒引当金 △8,771 △9,601

投資その他の資産合計 857,261 857,213

固定資産合計 3,493,736 3,469,056

資産合計 5,545,264 5,188,217
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（単位：千円）

前事業年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成24年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 ※1
 963,425

※1
 911,595

短期借入金 1,115,094 1,041,866

未払法人税等 9,191 2,771

賞与引当金 36,043 76,314

その他 220,727 164,607

流動負債合計 2,344,481 2,197,153

固定負債

長期借入金 1,711,061 1,561,852

退職給付引当金 98,833 99,780

役員退職慰労引当金 297,720 297,720

資産除去債務 2,019 2,026

その他 18,333 15,000

固定負債合計 2,127,966 1,976,379

負債合計 4,472,448 4,173,533

純資産の部

株主資本

資本金 664,740 664,740

資本剰余金 264,930 264,930

利益剰余金 144,645 98,915

自己株式 △8,397 △8,414

株主資本合計 1,065,918 1,020,170

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 6,897 △5,486

評価・換算差額等合計 6,897 △5,486

純資産合計 1,072,815 1,014,684

負債純資産合計 5,545,264 5,188,217
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（２）【四半期損益計算書】
【第１四半期累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年６月30日)

売上高 648,793 839,088

売上原価 450,742 551,469

売上総利益 198,051 287,618

販売費及び一般管理費 265,351 284,694

営業利益又は営業損失（△） △67,299 2,924

営業外収益

受取利息 895 751

受取配当金 1,939 2,117

受取地代家賃 6,842 6,507

貸倒引当金戻入額 － 4,653

その他 660 584

営業外収益合計 10,338 14,614

営業外費用

支払利息 13,642 12,090

債権保全利息 4,336 4,556

その他 4,999 4,748

営業外費用合計 22,978 21,395

経常損失（△） △79,938 △3,856

特別利益

償却債権取立益 165 －

受取保険金 11,424 －

特別利益合計 11,590 －

特別損失

固定資産除却損 － 120

災害による損失 8,337 －

特別損失合計 8,337 120

税引前四半期純損失（△） △76,686 △3,976

法人税、住民税及び事業税 1,781 1,789

法人税等合計 1,781 1,789

四半期純損失（△） △78,468 △5,765

EDINET提出書類

株式会社研創(E01428)

四半期報告書

 9/14



【会計方針の変更等】

当第１四半期累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年６月30日）

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

　当社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産につい

て、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

　これによる損益への影響は軽微であります。

　

　

【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

当第１四半期累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年６月30日）

　該当事項はありません。

【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）

※１　四半期会計期間末日満期手形

　四半期会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当四半

期会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期会計期間末日満期手形が四半期会計期間末日残高に含

まれております。 

　
前事業年度

（平成24年３月31日）
当第１四半期会計期間
（平成24年６月30日）

受取手形 24,872千円 32,837千円

支払手形 139,355千円 113,314千円

　

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期累計期間に係

る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。 

 
前第１四半期累計期間
（自  平成23年４月１日
至  平成23年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日）

減価償却費 27,798千円 28,353千円
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年６月30日）

１．配当に関する事項

　　　配当金支払額

（決　議） 株式の種類 配当金の総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年６月29日

定時株主総会
普通株式 39百万円 10円 平成23年３月31日 平成23年６月30日利益剰余金

　

２．株主資本の金額の著しい変動

　該当事項はありません。 

Ⅱ　当第１四半期累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年６月30日）

１．配当に関する事項

　　　配当金支払額

（決　議） 株式の種類 配当金の総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年６月28日

定時株主総会
普通株式 39百万円 10円  平成24年３月31日 平成24年６月29日利益剰余金

　

２．株主資本の金額の著しい変動

　該当事項はありません。 

　

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第１四半期累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年６月30日）及び当第１四半期累計期間（自　平成

24年４月１日　至　平成24年６月30日）

当社は、サイン製品事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

　

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第１四半期累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年６月30日）

(1）１株当たり四半期純損失金額 19円63銭 1円44銭

（算定上の基礎）   

四半期純損失金額（千円） 78,468 5,765

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純損失金額（千円） 78,468 5,765

普通株式の期中平均株式数（株） 3,997,407 3,996,400

　（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失金額であり、また潜在株式が

　存在していないため記載しておりません。

　

（重要な後発事象）

該当事項はありません。　
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２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成24年８月６日

株式会社研創

取締役会　御中

西日本監査法人

 
代 表 社 員
業務執行社員

 公認会計士 栗栖　正紀　　印　

 
代 表 社 員
業務執行社員

 公認会計士 大藪　俊治　　印　

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社研創の平

成24年４月１日から平成25年３月31日までの第42期事業年度の第１四半期会計期間（平成24年４月１日から平成24年６

月30日まで）及び第１四半期累計期間（平成24年４月１日から平成24年６月30日まで）に係る四半期財務諸表、すなわ

ち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

　

　四半期財務諸表に対する経営者の責任 

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に

表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

　監査人の責任 

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結論

を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四

半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、

分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。 

  当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

  監査人の結論 

  当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社研創の平成24年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第

１四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

  利害関係 

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

                                                                                                     以　上

　

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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